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要約：

　わが国では少子化現象が進む中で、21世紀の高齢化社会を担う子供を健全に育成することが重要な課題である。

　現在、子供逮の健全育成を目指し、それを達成するために、日本各地において乳幼児栄養指導が広く行われているが、そのガ

イドラインは充分に示されていない。このガイドラインを作成する一助として、保健所及び市町村における母子栄養指導の位置

ずけ、栄養指導担当者の教育の現状、離乳指導状況、乳幼児の食生活に関する間題把握及び栄養指導に閲する要望についての実

態調査を行った。

1
2
3
4
5

栄養指導業務の中、乳幼児及び妊産婦に対する指導割合は、全体の約1／3を占めていた・

母子栄養指導に関する知識の入手、栄養士の教育システム及び母子保健従事者聞の連携は満足な状態とはいえなかった。

離乳の指導に当たっては大方「離乳の基本』にのっとっているが、栄養指導担当者の約3／4は新しい基準の作成を望んでいた。

栄養指導担当者の60～70％の者は、現在、乳幼児を持つ母親に対して何らかの間題を感じていた。

現在の日本にあった乳幼児食生活のあり方の検討と提案、母子保健従事者に対する栄養に関する情報提供及び乳幼児栄養指

導担当者の質的強化などに対し、強い要望が提示された。

見出し罐：　母子栄養指導、離乳指導、乳幼児栄養の問題、栄養士の教育
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■保健所及び市町村における母子栄養指導業務の割合と
　　スタッフの教育の現状

1　緒言

　わが国では少子化、高齢化現象が進む中で、私達は何

よりも将来の高齢化社会を担う子供が健やかに生まれ育

つための環境ずくりに力を注ぐことが必要である。

　現在、食生活の多様化に伴って、以前にはみられなか

った栄養・食生活に起因する様々な間題が台頭しはじめ、

母子保健及び母子栄養関係者を憂慮させている。このよ

うな情勢の中で、母子保健関係者の一員として栄養士の

果たす役割は甚だ大きい。子供の健全育成を目指し、そ

れを達成するために、日本各地において乳幼児の栄養指

導が広く行われているが、そのガイドラインは充分に示

されていない，

　私達は母子栄養指導の一層の強化・充実を図る第一段

階として、保健所及び市町村、市町村保健センターにお

ける母子栄養指導の現状を、昭和63年度母子衛生事業報

告書に基ずいて把握したD。そこで、今回はさらに保健

所及び市町村における栄墾指導担当者を対象に、母子栄

餐指導の割合、母子保健従事者間の連携状況、教育シス

テム及び乳幼児栄養指導に関する間題の把握を行った。

1【　鯛査対銀及び方法

　全国の847カ所の保健所及び私達が既に行った市町村

を対象にした母子栄養指導翻査Dに回答を寄せた737カ

所の市町村を対象に栄養指導業務の現状、母子栄養指導

に関する知識の入手、各職種との連携及び栄養指導担当

者からみた乳幼児栄養の現状及び今後の要望などに関す

表1　調査対象及び調査表の記入者

るアンケート調査を行った。368力翫の保健所及び390カ

所の市町村から回答を得た（回収率は前者43．4％、後者

52・9％）。調査対象及び調査表への回答者を表1に示す。

　全対象の中、各保健所及び市町村の古める割合は、都

道府県保健所（以下都道府県と略称）35，6％（270カ所）

、政令市保健所（以下政令市と略称）10、2％（77カ所）、

特別区保健所く以下特別区と略称）2，8％（21カ所）及

び市町村5L4％（390カ所）である。鯛査の回答者は政

令市及び特別区においては殆どが栄養士であるが、市町

村においては保健婦が半数を占めている。

皿　調査結果及び考察

斑査対象 認査表の寵入者

1　栄養指導業務の種類とその割合

　保健所の業務は「保健所法』2，によってその範囲が示

されているが、その重点事業は地域によって異なる可能

性が考えられる。また、1982年、老人保健法の成立によ

って、保健湧及び市町村における栄養士の業務割合も‘

母子保健に関する業務から老人保健のものにウエイトが

移行しているという。私達は各種業務の中、特に栄養指

導に焦点を当て、栄養指導の領域を乳幼児、妊産婦、成

人病、健康増進・一般、 施殴・集団給食、その他に大別

し、それらの割合を調査した。その結果を表2に示す。

　全体についてみると乳幼児、成人病、健康増進・一般

に対する割合は、それぞれ24，3％、23，6％、2L1％、妊

産婦に対する割合は8％弱であった。これを殴置主体別

に比較すると、都道府県においては健康増進・一般、成

人病、施殴・集団給食、乳幼児の順にその割合が高く、

政令市及び特別区では乳幼児、成人病、健康増進・一般

　　　　　　　の照であった。しかし、市町村におい

　　　　　　　ては他所に比べ乳幼児の割合が高く、

　　　　　　　全体の約1／3を占め、次いで成人病で

　　　　　　　　　栄養士　　　　　　保健婦

実数9Q　比摩（諾）　実数ひ9　比率（躬）　実数ひ9　比率（拓）

　　助塵婦

実数㈹　　比率（郭）

全対象　758エ00，Q　520　69，8　220　29，5 5　　0．7
都道府県

政令市

特別区

市町村

270
77

21

390

35．6

10，2
2．8

51．4

236
74

21

189

89，4

97．4
100．0

49．2

27　　10，2

　1　　　1．3

　0　　　0

192　　50，0

1

1
O、4

1．3

O　　　O

3　　Q．8

あった（28，1％）。　このように乳幼児

栄養指導の割合が都道府県に比べ市町

に高いのは、母子保健業務の一部が市

町村に移管したためであろう。

　私達が1982年に行った酸置主体別保

健所における栄饗指導状況調査3，と此

較すると、都道府県、政令市、特別区

のいずれにおいても乳幼児及び妊産婦

に対する指導割合がそれぞれ10～15％
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表2　各穏栄養指導業務の割合

（％）

全琳象　　都進府県　　政令市　　特別区　　市町村

乳幼児

妊産婦

成人病

健康増進・一般

施設・集団給食

その他

24．3
7．9

23．6

21．1

13．2
9，rg

18．2
6，1

20．9

23，7

18，9

12，2

26．0
7，3

22，5

21，1

12，3

10．8

24．2
8．2

23，3

19．2

13，2

工L9

30．5
10．2

28．1

20．3
3．9

7，0

o 50 100

全対　象

都道府県

政　令　市

特　別　区

市　町　村

あ　り なし

減少し、その分｛ 施設・集団給食に対する指導業務が増

加している。

2　母子栄養指導に関する知識の入手

　前述のように保健所における母子栄養指導業務の割合

は約8年間に減少しているとはいえ、子供の健全育成を

目指す場合、その指導の重要性は言をまたない。そこで

母子栄養指導に関する知識の入手について調査した。

　表3に示すように、　r殆ど機会が殆どない」という者

は全体の約4％にみられたが、40％の者は「機会がある』

と答え、また、56％の者はr時々機会がある』という。

政令市及び特荊区に比べ、都道府県では『殆ど機会がな

い』という者の割合が高かったが、これは乳幼児栄養指

導樂務の婁頓合ヵ：他所より低いためであろう。

表3　母子栄義指導に開する知識の入手

（％）

全対象　　　都道府県　　政令市　　　特別区　　　市町村

璽幾会がある　 39．7　　38、9．　41，7 　36．8　　40、O

時々ある　　 56．4　　53．6　　58．3　　63．2　　57、4

殆どない　　　 3。9　　　7．5　　　 0　　　　0　　　　2，6

　知識の入手手段をみる と、購演会・講習会・研修によ

る者が約70％、専門雑誌及び専門書が各々50％程度、栄

養士から入手する者嘆0％、新聞・テレビ、育児雑誌、育

児書による者は各々20～28％、医師、保健婦から知識を

入手する者は各々15・20％程度である。特別区は他所に

比べ育児雑誌や育児書による割合が高く、医師や保健婦

から入手する割合は低い。

3　母子保健に開する研修状況

　栄養指導従事者の過去2年間における母子栄養、を含め

た広義の母子保健に関する研修状況を調査し、その結果

を図 1に示す。

図ユ　過去2年聞における研修の機会

　研修の機会があった者は62％、なっかた者は32％であ

った。研修を受けられなかった主な理由としてr多忙」

をあげた者が32％、　「研修があるのを知らなかった」

3王％、　r1人職種で参加しにくい』19．6％であった。　r

職場の理解が得にくい』とする者は3．6％に過ぎなかつ

た。

　毅置主体別に研修への参加状況をみると、その割合は

都道府県に低く、市町村に高い。特に市町村において参

加割合が高かった理由として、翻査表への回答者が市町

村では他所に比べ保健婦の多かったことが考えられる。

そこで、調査表の配入を保健婦が行っていた都道府県と

市町村において、栄養士と保健婦の研修状況の比較を試

みた。その結果、いずれの所においても研修の機会があ

った者の割合は、栄義士に比べ保健婦の方が高い。また、

参加できなかった理由も保健婦はr多忙」をあげている

が、栄養士はr研修があるのを知らなかった』　「1人職

種で参加しにくかった」などの占める割合が高かった。

山下ら4》は母子保健に関する教育体系検討した中で、栄

養士に対しても国レベルでの研修計画、実施計画及び予

算の確保を提言している。母子栄養指導の充実を図るた

めにも、このような措置の実現が望まれる。

4　母子保健指導従事者の運携状況

　山下ら4》は小児保健従事者の保健所単位で行える教育

システムとして、保健婦（保健所と市町村）、栄養士、

健診医師、専門医師などを交えての研修会や話合いをあ

げている。そこで、今回の対象がこれらのスタッフの聞

でどの程度詣し合う機会があるかを調査した。

　図2に示すように、全体的にみると医師との藷合いが

殆どないと》、う者は51．7％、あるという者』は13，6％に過

ぎない。　　医師と話し合う機会がある者の割合は特別

区に高く、ない者の割合は市町村に高かった。保健婦と

詣合いの機会がある者は54、7％、ない者は6。0％、特に、
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市町村は他所に比べこの割合が高かった。これは前述の

ように調査表の回答者が市町村では保健婦の割合が高い

ことによるのであろう。一方．栄養士との謡合いは、5

8．5％の者は機会があるという。特に、特別区、政令市

においてはその鵠合が高く、ないという者は皆無であっ
た3

5　栄養指導担当者からみた乳幼児栄養の現状と今後

　　の要望

　高橋らは大学医学部及び医科大学小児科教授から、現

在の離乳食・幼児食に対する意見及び要望をてまとめて

いる5㌔この中から特に栄饗指導に閲するもの13項目

を取り上げ、それらに対する栄養指導担当者測からの感

想を5段階尺度法により評価し、その結果を図3に示す。

　「フォローアップ・ミルクの使用開始月齢にこだわる

必要はない」　r食に関して基本的な指導を行えば本質的

には自由でよい』　r自分の経験が乏しく、指導に自信が

ない』の般間ついては肯定的意見と否定的意見とに分か

れているが、他の殴間ついては大方同意する者が多い。

中でもr栄養指導担当者自身、育児や発達についての知

識が必要』　r食生活に間題のある子供のフォローが必要』

r乳幼児の食生活指導に成人病予防の知識を』　r母子保

健従事者に母子栄養の情

報提供を』　r飼別に対応

できる資料が必要』　r現

代にあった離乳食。幼児

食のあり方の検討と提言J

r新しい離乳基準の作成」

については、70％以上の

者が要望を示している、

　以上の結果から、保健

所における母子栄養指導

業務のウエイトは軽減し

ているとはいえ、今後、

子供の健全育成を一層押

し進めるためには、母子

保健従事者に対する教育

を強化し、一方、幅広い

角度から栄巽指導のあり

方を検討し、そのための

指針策定の必要性が示唆

された、

全　対　象

都道府県

政　令　市

特　別区

市　町　村

全　対　象

都道府県

政　令　市

特　別区

衛　町　村

全　対　象

都道府県

政　令市

特　別区

市　町　村

図2　各穏職種との話合い

0 50 100
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あり方の検討・提案を

乳幼児の食生活指導に成人病予防の知蹴を

乳幼児の食生活に対しても・国が勘告を

7オローアップ・ミルクの使用随始月令に
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母子保健従事者に母子栄養の憐報提供を
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全般的にきめの細かい指導が必硬

傍報を得る櫨会が多いが・充分な指導を

個別に対応できる資科が必婆

栄饗指導担当者自身・子供トータルについての
知職力泌要

食生活に問題のある子供のフオローが必要

指導者自身縫験が乏しく・指導に自僧がない
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図3　栄養指導担当者からみた乳幼児栄養の現状と要望
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四　結輪 文献

　母子栄養指導の強化・充実を図るために、保健所及び

市町村における栄養指導担当者を対象に、母子栄養指導

の現状、母子保健従事者との連擁及び教育の現状につい

て鶴査した。

　調査対象は保健所368カ所（都道府県270カ所、政令市

77カ所・特別区21カ所）及び市町村390カ所である。

1）各種栄養指導の中、乳幼児栄養指導の占める割合は

　　24％、妊産婦に対するもの8％で、これらの罰合は

　　市町村において幾分高かった。

2）母子栄養指導に関する知識を入手する機会がある者

　　は約40％、時々ある者は56％で、彼らの約70％は講

　　習会、研修会などによっていた。

3）過去2年聞に研修の機会のあった者は62％、無しと

　　する者鳳32％、栄養士の研修への参加割合は保健婦

　　に比べ、低率であった。

4）母子保健指導において、医騨と話し合う機会が無い

　　という者は全体で52％、特に市町村にこの剤合が高

　　かった。保健婦、栄養士同士、または彼らの間で連

　　携がとれている者は40～70％であった。

5）栄養指導担当者自身の零容の充実及び指導上での問

　　題点が幾っか指摘された。

1）　水野滑子他：母子に対する栄養指導の指針策定に

　　　関する研究、厚生省心身障害研究報告書、1990

2）　厚生省編集：厚生法総覧、中央法規出版株式会社

3）　水野清子他：日本各地保健所における離乳指導の

　　　実態、小児保健研究、43（1）、46～5！、1984

4）　山下文雄＝母子保健に開する教育体系の検酎、厚

　　　生省心身障害研究報告書、125～128、1988

5）　高橋悦二郎他3離乳食・幼児食に開する研究、

　　　厚生省心身障害研究報告書、1990

2保健班及び市町村における離乳指導の現状と児の
　　食生活上の間題

1　緒言

　乳幼児の栄養・食生活の中で「離乳の進め方」は昨今

を聞わず重要な課題であろう。現在、日本人のライフス

タイルや食生活は大人を問わず、子供もかなり多様化し、

また、働く母親の増加、様々なベビーフードの開発や乳

幼児栄養に関する情報の氾濫も相まって、離乳期乳児の

栄養・食生活を見直す気運が寓まっている。

　わが国ではこれまでに、離乳期栄養の改善・向上を目

捲して、　r離乳基本案（1958年）1Pやr離乳の基本（

⑲80年）』ωが発表されている。しかし、　「離乳の基本』

が発表されてから10年が経過した今日、現在の乳幼児食

生活の実態を踏まえ、それを見直すときが来ているよう

に思われる。

　私達は現在、厚生省心身陵審研究班の一壌として、離

乳期乳児の栄養・食生活の実態調査を行っているが、こ

れと平行して保健所及び市町村における離乳指導の実態

把握を行い、それらを基に乳幼児栄養指導のガイドライ

ンの作成を試みたいと考えた。

H　調査対象及び方法

　調査対象及び方法は前述の研究と同じである。即ち・

各地保健所及び市町村の栄養指導担当者を対象に、質間

紙法により誰乳指導の実態及び指導者側からみた乳幼児

を持つ母親の児の食生活に対する意識を調査した。

　368カ所の保健斬（都道府県保健所…都道府県と略称・一

　270カ所、政令市保健所一∈政令市と略称一一77カ所、特

別区保健所…特別区と略称・甲21カ所）及び呂90カ所の市
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町村から回答を得た。

皿　結果及び考察

1　離乳進行の目安

　現在、離乳指導をする際に、指導の目安があるという

所は全体の96・2％、残りの3・8％は個々の状態を考慮し、

特に目安は定めていない。特別区においては目安を定め

ていない割合が10％と、他所に比べて幾分高い。

　目安があるという場合、既存の目安を参考にしている

所が24、6％、大方（75、4％）はr離乳の基本』を目安に

している。　r離乳の基本」を参考にしている所は政令市

に多く（91．4％）、また、既存のものを参考にしている

所は市町村に多い（31，8％）。

　私達は1982年に各地保健所における離乳指導の現場か

らみたr離乳の基本』の検討を行っているがω、その時

点においては県・市・保健所単位で作成した基準を用い

ていた所が約60％、　「離乳の基本』によっていた所が約

23％であった。これはr離乳の基本』が発表されて2年

しかたっていない時期であったため、まだ、充分に敷衡

していなかったことが低率を示した一因に考えられてい

た。しかし、爽表後10年たった今日においては、かな

り敷街していることが明らかにされた。

他所に比べ高く、特別区では『適応』を中心にこれにr

体質jが加味される割合が高かった。一方、市町村にお

いては全対象とほぼ類似の傾向を示していた。

　前回の調査のでは、目安を「月齢・体重」においてい

る所が68％にみられたが、今回はその割合は7％に過ぎ

なかった。　　このようにr月齢・体重」の割合が減少

し、　r月齢・適応』　「適応』の割合が増加したのは、　r

離乳の基本』による開始の目安は「月齢』に重きをおい

ているが、この中には「児に離乳食を受け入れる態勢が

あれば、4カ月頃からでもよい」という「適応』の部分

が加味されていたことによるのであろう。しかし、今日

でも『体重」のみを目安にしている所が数％であるが観

察されたことは注目に値する。

　次に離乳開始及びその後の食岱回数の指導月齢を図1

に示す。離乳開始の月齢を全対象についてみると、5カ

2　離乳の進め方

　離乳聞始の指導の目安を表1に示す。

表1　離乳開始の指導の目安

（妬）

図1　離乳食の進め方に対する指導

全対魚　　　郡道府県　　政令市　　　特別区　　　市町村

月　　齢

体　　璽・

適　　応

月協・体重

月磁・適邸

月齢・体質

月齢・体丞・適応

月m・遥応・佑質
ぴ

月酌・体重・適塔・体質

その他

19．9
工．7

22．7
6．9

23．6
2．6

7．9

4．2

4．4

6．0

ユ6，1

3．4

22．6
8，4

22，2
3，4

10．3
2．7

4，2

6，5

15．6
1．3

24．7
2．6

37．7
2．6

3，9

6．5

1．3

3，9

14．3

33．3
9．5

4，8

ヱ9．0

真9．0

23，7
0．8

2工．9

6．5

22．9
2．ユ

7，6

4．7

4．4

5，5

　全対象についてみると、離乳開始の目安を「体重・適

応」　r適応1におく所力1それぞれ23．6％、22，7％、　r月

齢』におく所が19，9％に みられた。保健所の殴置主体別

に夢ると、都道府県においては全対無と類似の傾向を示

しているが、政令市ではr月齢・適応Jの占める割合が

月69・3％、4カ月28・O％、4カ月未潤2．3％、6カ月以

降0，5％であった。政令市及び特別区に4カ月の割合が

多少高い程度で、全体的には殆ど大差ないといえよう。

また、開始の月齢に幅をみている場合でも、99％の所で

は1カ月程度であった。

　2回食に移行させる月齢は6カ月56．7％、7カ月40，

7％・政令市では6カ月の割合が商く（78．5％〉、特別

区では7カ月の割合が高かった（72・2％）。また、月齢

輻をとって婚る所でも、1カ月とする所が89％で、ゑカ．

月とする所は11％であった。

　3回食への移行は9カ月79・3％、8、10カ月がそれぞ

れ10％、8カ月以前及び11カ月以降は俺かであった。都

道府県及び市町村は全対象と類似の指導方針を示してい

るが、政令市では9カ月に集約されている。

　離乳の完了は12カ月とする所が圧倒的1こ多い（89，4％）

。しかし、早い例では9カ月、遅い例では18カ月として

おり、月齢幅はかなり広い。このような傾向怯都道府県

及び市町村に観察された。 このように誰乳の進行と共に

その月齢幅が都道府県及び市町村に広かったのは、生活
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環境や生活様式、離乳期栄養に対する認識の違いによる

ものかもしれない。

3　食贔の進め方に関する指導

　離乳期乳児に問題視される食品の供与実験はこれまで

に少数みられるものの4～7）、食品の進め方に関する指

餅は育児指導の経験に基ずくものが多い。　r離乳の基本」

ではr離乳の進行に応 じて食べやすく調理してあれば、

食品の種類にこだわらない』としているが、今回の鯛査

では表2にみられるように、この方針による指導は離乳

開始時には25．7％で、約3／4の所は『食品の種類によっ

て進める』またはr場合により限定する」という。特に、

特別区では他所に比べて「易合により限定する』割合が

高い。離乳の進行と共に「離乳の基本』に示された指導

指針の割合が増加するが、それでも半数に澁たない。前

回の調査3》でも離乳開始時ににおいても開始後も約80％

の保健所では食品の穏類を限定していた。輿際に個々の

母親に対する指導に当たっては、調理の難易や衛生的視

点から、また、母親に混乱を少なくして実行しやすい離

乳を目指すためには、ある程度食品の限定も必要のよう

に思われる。

o 20 40 60
％

80

胸理の難易

食ぺやすさ

アレルギー性

味

消化の難易

食品の鮮度’衛生

入手の難易

そ　の　他 尽　　開始時
　　開始微

表2　離乳開始時及び開始後における食品の進め方

図2　食品を導入する晦の配慮

一・マーガリン6カ月、キウイフルーツ・カレー12カ月

である。これらの月 聯は前回の調査3》、または、　「離乳

　　　　　の基本』の調査成績2，に比べ大差はないが、

　　　　　指導者により各食品の使用開始月齢にかな

　　（％）　　りの幅が観察された。

全対象　　　都遵蔚県　　政令市　　　物別区　　　市町村

朋

殆

時

開

殆

後

形態を考慮し．臓は隈定しない　　　25．7　　24．8　　　22．1　　　8．7

租類によってすすめる　　　　　　　　43．0　　44，上　　42．1　　43．5

場含によって隈定する　　　　　　　　3ユ．3　　31，工　　35．8　　47．8

28．Q

42．3
29．7

形態を考慮し、暫題は限定しない　　　42．2　　40．6　　¢6，0　　43．8

種媛によってすすめる　　　　　　　　24．7　　22．7　　　ユ7．2　　上2．4

場含i二よって鼠定する　　　　　　　33．1　　36．7　　36．8　　43，8

38．6

26．Q
35．4

　食品の種類によって進めていく場合、図2に示すよう

に離乳の開始時には食ぺやすさ、消化の難易、食品の鮮

度・衛生が配慮され、離乳開始後には調理、食品の入手

の難易に重きがおかれている。また、アレルギーや食物

の味については離乳開始時も開始後においても約60～6

5％の者は考慮していた。

　離乳期に広く用いられている食品、または、間題視さ

れる食品24種についてその使用開始月齢を図3に示す。

黒ヌ』は使用開始最多月齢を、白丸は次位月齢を示す。各

食品の最多月蹄、をみると、卵黄5カ月、全卵7カ月、白

身魚6カ月、赤身魚7カ月、青皮魚9カ月、はんぺん7

カ月、ちくわ・えび・かに12カ月、鶏肉7カ月、豚・牛

9カ月、レバー6カ月、ハム・ウインナー12カ月、豆腐

5カ月、納豆6カ月、ヨーグルト5カ月、チーズ・バタ

をすすめない主な理由はr母親手ずくりの方がよい』

味覚形成上」

くの妨げ』　　　　　　　　　　　　　　　　　。

また、使用に関してpossi七iveな態度ではないが、

足的に使う程度』　という所力弐52％、

一）をすすめる』

れぞれ7。3％、5．6％程度である。特別区 においてはベビ

ーフードをすすめる割合は低率であったが、　「補足的に』

という割合が他所に比べて寓かった。また、僅かではあ

るが、ベビーフー詳を「離乳期全般にわたって使用をす

すめる」所が0，9％に観察された。このようにpossiti－

veではない．がベピーフードの使用をすすめる場合、その

主な理由は図5に示したように、　r便利」　r働く母親の

増加』　r離乳食に適している』　『衛生的」などである．

4　ベビーフードに関する指導

　ここ数年来、ベビーフード製品の改良・

開発ぽ目覚しい。ベビーフードに関する指

導をみると（表3）、使屠を特にすすめて

いない所は49％で、特別区においてその割

合iよ28．3％と低率であった。　ベビーフード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　「味が単調』　「母子聞の愛情面』　rそしや

「親が手ぬきの可能性』などである（図4）

　　　　　　　　　　　　　　　　r補

　　　　　　　　　　『特定の食品（レバ

　　　「離乳初期のみ使用可』とする所がそ
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ヵ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歳

3456789工O工夏属2　 1～2～3～

卿　　費

全　　卵

臼身魚

顔

資灰魚

鶴ちくわ

え　び

か　　に

鶏　肉

豚　肉

牛　肉

レバー

ハ　　 ム

ウインナー

豆　腐

納　互

ローグルト

チーズ

パター

叩一ガリン

キウイ

カレー 一
図3　各食品の使用開始月齢

表3　ベピーフードの使用に開する指導

　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
全対惑　　　都道府県　　政令市　　　魏別区　　　市町村

栄養のバランスが
　　　とれぬ
種類が少ない
家族の食箪をアレンジ
　　　すれぱよい

図4　ベビーフードをすすめない理由

　 ピ多忙の時に

変化をつ仔たい時

49．2　　5工．4　　 50．0　　23．8　　49，0

●1働く母親がト：●：．

特にすすめない

離乳の初期にのみすすめる

補足的に使う程度

縛定の食品をすすめる

艇悦期全般にわたってすすめる

その雄

5，6

52．2
7．3

0．9

3．4

4．6　　　 6，6　　28．6

49，婆　　 47．4　　7上．4

9．7　　LO．5　　　4、8

よ．2　　　1．3　　0

4，2　　　 7．9　　　4．8

4．7

53．9
5．2

0．8

ユ．8

図5　ベビーフードをすすめる理由

のかもしれない。特に断乳の時期を決めていな

い所は都道府県に多く、また、一律に断乳を指

導する所は特別区に幾分多かった。

5　断乳に関する指導

　「離乳の基本』によると断乳は演1歳頃までにとされ

ているが、最近では母乳は栄養品、発育に関する母乳栄

養とは別に、新たに母乳育児という概念が登場し、問題

になっているという3，。即ち、母乳至上主義の結果、母

乳は栄養よりも育児の方が重要だという思考が出現し、

断乳の時期もかなり遅く襟っている例もあるという。そ

こ．で断乳に開する指導状況を調査した。その結果を表4

に示す。

　約70％の所では、親子の様子により断乳の適期を決め

ており、一律に断乳を指導する所は上8％程度であった。

前回の調査3》に比べ、一律に断乳する指逃割合が約10％

減少しているのは、上述のような母乳育児の概念による

表4　断乳に関する指導

（％》

全薄銀　　穆遊府県　　政令市　　　特加区　　　市町村

一律に指醇する　　　17．8　　17，5　　 18．4　　23，8　　工7．6

親子の鎌子により　　74．2　　70，0　　78．9　　71，4　　76．1

特に決めていない　　　8．0　　12．5　　　2．6　　　4，8　　　6．3

　一律に断乳を指導する場合、その月齢は12カ月が最も

多い（74・3％）。親子の蟻子により断乳を指導する場合、

その月齢｝よ10カ月38．5％、12カ月35，2％、9カ月10．1％

の割合である。親子の様子によって決める場合、月齢幅

をとっている所が多く、その幅は2カ月と6カ月が多か

つた、
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6　栄養指導担当者側からみた児の食生活に対する母

　　親の意識

　前報と同様に大学医学部及び医科大学小児科教授から

寄せられた離乳食・幼児食に対する意見及び要望の中か

ら＄》、乳幼児を持つ保護者（おもに母親）の児の食事・

食生活に対する意識について13項目を取り上げ、5段

階尺度法により評価した。

　栄養指導担当者の70％以上が同意している項目に、　「

コマーシヤリズムに影響される母親が多い』「子どもの

要求を受け入れすぎる』があげられ、また、　『食生活の

ワンパターン化』　r雛乳食に対する考え方が無神経、ま

たは、神経質すぎるなど極端すぎる』　「健全な食生活を

営むために、多角的な面からのサポートが必要』　r働く

母親の増加に伴い、子供の食生活にも変化をもたらして

いる」　「子どもにファーストフード的な食物を与える親

が多い』には60％以上の者が同意していた。

w　結論

　368カ所の保健所及び390カ所の市町村の栄養指導担当

者を対無に、離乳指導の実態及び栄養指導者からみた乳

幼児を持つ母親の児の食事・食生活に対する意識につい

て調査し、次の結果を得た。

1）96％の所では離乳を一定の目安のもとにすすめてい

　　るが、この中、75％の所ではr難乳の基本』を参考

　　にしていた。

2）離乳の開始は児の月齢や離乳食に対する適応を考慮

　　している漸が約半数を占めており、その月齢は5

　　カ月が最も多い。大部分の所では2回食をすすめる

　　のは6～7カ月、3回食は9カ月、離乳の完了は

　　12カ月としていた。

3）離乳期における食品の進め方は、食品の種類や児の

　　条件により限定する漸が多かった。各種食品の使鯖

　　開始月齢は、従来の成績とほぼ一致していたが、そ

　　れらの開始月齢には搭導者によりかなりの幅がみら

　　れた。

4）約半数の所はベビーフードの使用を特にすすめてお

　　らず、使用する場合にはr補足的に」とする所が多

　　い0

5）断乳の時期は親子の様子により決めている所が74％、

　　その月齢は10～12カ月を目安にしていた。

6）栄養指導担当者の約60～70％の者は貌幼児を持つ母

　　親の食意識に問題を感じていた。
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